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は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
の
武
士
道
論
と
し
て
一
般
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
大
久
保
彦
左
衛
門

『
三
河
物
語
』、
山
本
常
朝
・
田
代
陣
基
『
葉
隠
』、
山
鹿
素
行
『
山
鹿
語
類
』、
大
道
寺
友

山
『
武
道
初
心
集
』
の
ほ
か
、
会
津
武
士
道
や
い
わ
ゆ
る
忠
臣
蔵
で
あ
る）1
（

。『
三
河
物
語
』

や
『
葉
隠
』
は
、
譜
代
家
臣
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
ち
、
戦
国
期
以
来
の
武

士
道
精
神
を
主
張
し
た
も
の
、
逆
に
『
山
鹿
語
類
』
や
『
武
道
初
心
集
』
は
、
太
平
の
世

で
戦
わ
な
く
な
っ
た
武
士
の
士
道
を
職
分
論
の
立
場
か
ら
述
べ
た
も
の
と
説
明
さ
れ
、
明

治
期
で
は
新
渡
戸
稲
造
『
武
士
道
』
が
参
照
さ
れ
る
。
武
士
道
精
神
と
聞
い
て
人
々
が
想

起
す
る
武
士
の
理
想
像
は
、
早
朝
起
き
て
身
だ
し
な
み
を
整
え
、
親
へ
挨
拶
を
し
て
家
を

一
歩
出
れ
ば
死
ぬ
覚
悟
を
も
っ
て
主
君
に
仕
え
、
争
い
に
遭
遇
し
て
も
平
常
心
で
対
応
す

る
勇
気
を
秘
め
た
、
智
・
仁
・
勇
を
兼
ね
備
え
た
人
物
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
武
士
が

個
人
と
し
て
内
面
的
・
外
面
的
に
備
え
る
べ
き
規
範
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
の
武
士
は

家
禄
を
食
み
、
武
士
社
会
の
中
で
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
、
主
従

関
係
と
い
う
現
実
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。

　

江
戸
時
代
の
典
型
的
主
従
関
係
で
あ
る
大
名
と
そ
の
家
臣
の
場
合
、
大
名
に
よ
る
召
し

抱
え
と
召
し
放
ち
に
よ
っ
て
主
従
関
係
が
成
立
し
解
消
す
る
。
個
人
的
主
従
関
係
に
よ
り

大
名
の
御
家
と
家
臣
の
家
と
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
、
そ
の
連
続
が
家
格
を
形
成
し
、
家

臣
団
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
で
き
あ
が
る
。
し
か
し
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
が
確
立
し
た
あ
と

も
、
個
人
間
の
主
従
関
係
に
も
と
づ
い
て
家
臣
団
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。
主
君
の
側
近
と
し
て
家
政
に
た
ず
さ
わ
る
者
だ
け
で
な
く
、
藩
政
に
従
事
す
る
者

も
含
め
て
、
隠
居
を
す
る
に
も
嫡
子
に
あ
と
を
継
が
せ
る
に
も
、
主
君
の
許
可
が
必
要
で

あ
る
。
一
七
世
紀
中
葉
以
降
、
主
従
関
係
が
個
人
的
な
情
誼
的
関
係
か
ら
家
同
士
の
関
係

に
変
わ
っ
た
と
す
る
の
が
一
般
的
な
見
方
だ
が
、
家
臣
は
主
君
の
勘
気
に
触
れ
て
追
放
や

改
易
、
あ
る
い
は
切
腹
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。

　

近
年
、
明
君
（
名
君
）
に
関
す
る
研
究
が
さ
か
ん
に
な
り
、
主
君
が
民
衆
に
対
し
て
行
っ

た
「
仁
政
」
の
具
体
像
や
、
大
名
の
政
策
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
役
割
を
果
た
し
た
儒
者
な
ど

の
思
想
が
関
心
を
集
め
て
い
る
。
し
か
し
、
主
君
は
家
臣
な
し
で
は
存
在
で
き
な
い
。
家

臣
論
（
臣
下
論
）
や
主
従
関
係
に
つ
い
て
は
、『
葉
隠
』
が
近
世
武
士
の
奉
公
人
道
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
言
及
以
外
、
本
格
的
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
近
世
日
本
の
主
従
関
係
の
実
態
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
主
君
へ
の
忠
義

や
忠
誠
を
表
現
し
た
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
が
ら
、
個
別
に
考
察
さ
れ
て
き
た
殉

死
、
敵
討
、
諫
言
を
検
討
し
た
い
。

　

殉
死
は
主
君
の
死
に
際
し
て
後
を
追
う
追
腹
と
、
主
君
の
逝
去
前
に
切
腹
す
る
先
腹
に

分
か
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
は
追
腹
で
、
一
七
世
紀
中
葉
に
禁
止
さ
れ
る
ま
で
全
国
で
二
〇
〇

人
以
上
が
主
君
の
死
に
殉
じ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
殉
死
は
武
士
と
し
て
の
一
般
的
な

行
為
と
は
言
え
な
い
が
、
西
田
直
二
郎
氏
は
一
九
三
六
年
に
、
武
士
道
は
「
他
の
為
め
に

盡
く
す
道
義
」
で
あ
り
、「
主
の
た
め
、
六
親
の
た
め
、
朋
友
の
た
め
、
そ
の
属
す
る
君

国
家
郷
の
た
め
に
自
ら
を
献
ぐ
る
精
神
に
発
す
る
も
の
を
も
つ
て
ゐ
る）2
（

」
と
し
た
上
で
、

「
殉
死
は
徳
川
時
代
幕
府
制
度
の
上
に
は
禁
遏
が
行
は
れ
て
も
尚
ほ
武
士
道
の
華
と
し
て

幾
多
の
壮
烈
な
る
死
の
仕
方
を
吾
々
に
遺
し
て
ゐ
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま

た
、
武
士
道
に
高
く
唱
へ
ら
れ
る
忠
臣
二
君
に
仕
へ
ず
の
根
拠
が
こ
れ
か
ら
も
解
か
れ
る

近
世
中
期
の
日
本
に
お
け
る
忠
義
の
観
念
に
つ
い
て
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で
あ
ら
う
。
殉
死
が
主
従
の
一
体
、
相
互
依
憑
の
究
極
境
に
あ
る
な
ら
ば
、
主
従
の
縁
こ

そ
置
き
換
ふ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
至
純
無
難
の
関
係
で
あ
る）3
（

」
と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
て

殉
死
は
武
士
道
の
華
と
み
な
さ
れ
、
主
君
や
国
家
の
た
め
に
命
を
賭
し
て
戦
う
こ
と
は
愛

国
心
の
発
露
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
最
終
的
に
は
特
攻
精
神
が
称
揚
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る）4
（

。

　

主
君
の
た
め
の
敵
討
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
忠
臣
蔵
で
あ
る
。
江
戸

城
松
の
廊
下
で
、
高
家
の
吉
良
上
野
介
へ
斬
り
つ
け
た
赤
穂
藩
主
浅
野
内
匠
頭
が
切
腹
、

御
家
断
絶
を
言
い
渡
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
翌
年
、
赤
穂
浪
士
四
七
人
が
吉
良
邸
へ
討
ち

入
っ
て
上
野
介
の
首
を
主
君
の
墓
前
に
供
え
、
切
腹
を
命
じ
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
。
討
入

り
が
主
君
の
た
め
の
敵
討
と
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
儒
者
の
間
で
疑
問
視
す
る

意
見
も
あ
っ
た
が
、
討
入
り
四
七
年
目
に
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
で
上
演
さ
れ
た
「
仮
名
手
本

忠
臣
蔵
」
が
大
当
た
り
を
と
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
義
士
・
忠
臣
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
定

着
す
る
。
明
治
期
以
降
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
高
揚
期
に
は
、
忠
臣
蔵
も
ブ
ー
ム
に
な
る
と

い
う
関
係
が
み
ら
れ）5
（

、
武
士
道
の
顕
現
の
一
形
態
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
武
士
道
精
神
の
称
揚
は
軌
を
一
に
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
井
上
哲
次

郎
氏
は
、
第
一
次
大
戦
勃
発
前
の
一
九
一
二
年
に
「
武
士
道
の
内
容
は
畢
竟
忠
君
愛
国
と

い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
」
と
述
べ
て
い
る）6
（

。

　

ま
た
主
君
へ
の
諫
言
も
、
家
臣
の
忠
義
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

主
君
が
家
臣
の
諫
言
を
受
け
入
れ
ず
、
そ
の
家
臣
を
追
放
し
た
り
、
切
腹
を
命
じ
た
り
す

る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
葉
隠
』
の
編
者
で
あ
る
山
本
常
朝
は
、
い
と
こ
が
佐

賀
藩
主
に
諫
言
し
て
切
腹
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
介
錯
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
崎
闇
斎
の

門
人
の
一
人
、
三
宅
尚
斎
は
異
見
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
主
君
で
あ
る
忍
藩
主
の
命
に
よ

り
城
内
で
三
年
間
、
幽
閉
さ
れ
た
。
戦
い
の
な
い
時
代
で
あ
っ
て
も
、
諫
言
は
命
を
脅
か

す
可
能
性
が
あ
っ
た
。

　

本
論
文
で
は
、
殉
死
、
赤
穂
浪
士
に
よ
る
討
入
り
、
諫
言
│
具
体
的
に
は
、
暴
虐
な
殷

の
紂
王
に
諫
言
し
て
幽
閉
さ
れ
た
文
王
を
詠
ん
だ
「
拘
幽
操
」
と
、
湯
王
が
夏
の
桀
を
放

ち
武
王
が
紂
王
を
討
っ
た
湯
武
放
伐
論
│
を
論
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。「
武
士
道
の
華
」

で
あ
る
は
ず
の
殉
死
が
な
ぜ
禁
止
さ
れ
た
の
か
、
敵
討
は
主
君
の
志
や
行
為
の
是
非
に
か

か
わ
ら
ず
認
め
ら
れ
る
の
か
、
家
臣
が
主
君
に
諫
言
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
き
、
主

君
の
も
と
を
去
っ
て
二
君
に
ま
み
え
る
、
あ
る
い
は
放
伐
は
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
っ

た
、
具
体
的
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
近
世
日
本
の
武
士
道
論
を
時
代
の
文
脈
の
中
で

解
釈
す
る
た
め
の
一
歩
と
し
た
い
。

　

こ
こ
で
は
、
一
八
世
紀
前
半
ま
で
の
大
名
や
儒
者
、
特
に
山
崎
闇
斎
と
闇
斎
学
派
の
佐

藤
直
方
、
三
宅
尚
斎
、
浅
見
絅
斎
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
、
師
弟
関
係
が
厳
し

く
、
そ
れ
ゆ
え
に
講
義
録
が
作
成
さ
れ
、
学
派
と
し
て
の
一
体
性
が
残
っ
て
い
る
こ
と）7
（

、

赤
穂
浪
士
の
討
入
り
や
「
拘
幽
操
」・
放
伐
論
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
中
で
論
争
が
あ
り
、

そ
の
比
較
に
よ
っ
て
、
主
従
関
係
に
お
け
る
忠
義
の
問
題
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
こ
と
、
闇

斎
は
保
科
正
之
が
亡
く
な
る
ま
で
講
義
を
し
、
そ
の
考
え
方
は
会
津
藩
の
藩
校
日
新
館
を

通
じ
て
、
幕
末
の
い
わ
ゆ
る
「
会
津
武
士
道
」
に
も
つ
な
が
る
こ
と
、
浅
見
絅
斎
の
『
靖

献
遺
言
』
が
幕
末
の
志
士
に
読
ま
れ
、
彼
ら
の
生
き
方
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
な
ど
を
鑑

み
て
の
こ
と
で
あ
る
。

第
一
章　

殉
死
に
つ
い
て

第
一
節　

殉
死
禁
止
に
み
る
為
政
者
の
考
え
方

　

ま
ず
、
江
戸
時
代
に
殉
死
が
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
行
わ
れ
た
の
か
み
て
お
こ
う
。
古
川
哲

史
氏
作
成
の
「
殉
死
墓
分
布
地
図
」
よ
り
、
北
は
津
軽
藩
か
ら
南
は
薩
摩
藩
ま
で
、
日
本

全
国
に
わ
た
っ
て
二
〇
〇
人
を
超
え
る
人
々
が
殉
死
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
度
に
一
〇

人
以
上
が
ま
と
ま
っ
て
殉
死
し
た
の
は
、
伊
達
家
、
鍋
島
家
、
島
津
家
、
有
馬
家
の
家
臣

で
あ
る）8
（

。
初
代
将
軍
の
徳
川
家
康
は
殉
死
に
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
、
二
代
将

軍
秀
忠
に
は
年
寄
の
森
川
重
俊
、
三
代
将
軍
家
光
に
は
老
中
経
験
者
の
堀
田
正
盛
、
老
中

の
阿
部
重
次
、
小
姓
組
番
頭
を
経
て
下
野
鹿
沼
藩
初
代
藩
主
と
な
っ
た
内
田
正
信
、
内
田

正
信
の
義
兄
で
小
姓
組
組
頭
、
書
院
番
頭
に
な
っ
た
三
枝
守
恵
、
小
十
人
番
頭
の
奥
山
安

重
が
殉
死
し
、
最
初
の
四
人
に
は
そ
の
家
臣
が
又
追
腹
を
切
っ
て
い
る）9
（

。
家
光
は
、
元
和

九
（
一
六
二
三
）
年
か
ら
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
ま
で
将
軍
職
に
あ
っ
た
の
で
、
将
軍
家
・

大
名
家
と
も
に
家
光
の
治
世
下
で
殉
死
が
流
行
し
た
と
言
え
る
。

　

山
本
博
文
氏
は
、
殉
死
を
し
た
の
は
主
君
と
男
色
の
関
係
に
あ
る
者
、
寵
愛
さ
れ
て
出

世
し
た
者
、
主
君
に
声
を
か
け
ら
れ
た
だ
け
で
感
激
し
た
「
か
ぶ
き
者
」
的
性
格
を
も
っ

た
者
で
あ
る
と
述
べ
た）10
（

。
筆
者
は
佐
賀
藩
に
お
け
る
殉
死
者
を
分
析
し
、
殉
死
す
る
者
・
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さ
れ
る
者
に
は
女
性
も
含
ま
れ
て
お
り
、
殉
死
者
の
多
く
は
主
君
の
身
辺
警
護
を
す
る
小

姓
の
よ
う
な
者
か
ら
、
主
君
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
藩
政
を
担
う
家
老
・
年
寄
に
上
り
つ
め

た
者
に
ま
で
及
ん
で
い
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
主
君
の
御
側
に
仕
え
て
い
る
か
、
そ
の
経

験
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た）11
（

。
ま
た
『
葉
隠
』
に
は
「
大
名
の
御
死
去
に
御
供
仕
る
者
一

人
も
こ
れ
な
く
候
て
は
淋
し
き
も
の
に
て
候
」（
聞
書
一
の
一
二
）、「
追
腹
御
停
止
に
な
り

て
よ
り
、
殿
の
御
味
方
す
る
御
家
来
な
き
な
り
」（
聞
書
一
の
一
一
三
）
な
ど
、
追
腹
禁
止

を
嘆
く
言
葉
が
み
え
る）12
（

。
山
本
常
朝
自
身
は
、
仕
え
て
い
た
佐
賀
藩
主
鍋
島
光
茂
が
幕
府

に
先
立
っ
て
殉
死
を
禁
止
し
た
こ
と
に
批
判
的
だ
っ
た
。
彼
は
光
茂
死
去
に
際
し
て
、
家

臣
団
の
中
で
い
ち
早
く
剃
髪
し
、
光
茂
の
評
判
を
高
め
る
こ
と
に
寄
与
し
た
と
自
慢
し
て

い
る
。
し
か
し
、
佐
賀
藩
を
は
じ
め
こ
れ
だ
け
の
殉
死
者
が
あ
り
な
が
ら
、
殉
死
禁
止
は

「
寛
文
の
三
大
美
事
」
の
ひ
と
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）13
（

。

　

殉
死
禁
令
は
寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
五
月
二
三
日
、
江
戸
城
へ
登
城
し
た
諸
大
名
の

前
で
、
武
家
諸
法
度
を
林
鵞
峰
が
読
み
上
げ
た
あ
と
、
下
馬
将
軍
と
呼
ば
れ
た
酒
井
雅
楽

頭
が
口
上
に
て
伝
達
し
た
。
殉
死
は
不
義
で
無
益
な
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上

か
ら
の
命
令
が
な
い
た
め
、
追
腹
を
切
る
者
が
増
え
て
い
る
と
い
う
認
識
を
示
し
、
殉
死

を
し
な
い
よ
う
平
素
か
ら
主
人
が
家
臣
へ
言
い
聞
か
せ
、
殉
死
す
る
者
が
い
れ
ば
亡
主
と

跡
継
ぎ
の
罪
と
す
る
、
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
五
代
将
軍
綱
吉
の
代
に
公
布
さ

れ
た
武
家
諸
法
度
で
、
殉
死
禁
止
は
本
文
の
条
文
に
加
え
ら
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
幕
府
が
殉
死
を
禁
止
す
る
以
前
か
ら
、
す
で
に
領
内
で
殉
死
を
禁
じ
て
い

た
藩
も
あ
っ
た
。
佐
賀
藩
で
は
、
二
代
藩
主
鍋
島
光
茂
が
寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
に
領

内
で
殉
死
を
禁
じ
た
。
こ
れ
は
、
光
茂
の
叔
父
で
白
石
鍋
島
祖
の
鍋
島
直
弘
が
寛
文
元
年

に
逝
去
し
た
と
き
、
家
臣
三
六
人
が
追
腹
を
切
ろ
う
と
し
た
た
め
、
光
茂
が
「
重
恩
を
感

じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
幼
い
跡
継
ぎ
を
補
佐
し
て
家
が
続
く
よ
う
に
奉
公
す
る
こ
と
が
亡
き

主
君
に
は
報
恩
、
現
主
君
に
は
忠
に
な
る
」
と
し
て
、
追
腹
を
強
行
し
た
ら
家
を
断
絶
に

す
る
と
述
べ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
紀
伊
藩
主
徳
川
頼
宣

が
、「
無
益
の
死
を
禁
じ
る
の
は
慈
悲
で
あ
る
と
賞
賛
し
、
紀
伊
藩
で
も
同
様
の
こ
と
を

命
じ
、
老
中
に
も
知
ら
せ
る
べ
き
だ
と
述
べ
た
」
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
る）14
（

。

　

佐
賀
藩
と
同
じ
く
、
水
戸
藩
で
も
寛
文
元
年
に
領
内
で
殉
死
を
禁
じ
て
い
る
。『
義
公

行
実
』
│
徳
川
光
圀
の
死
後
、
大
日
本
史
編
纂
に
携
わ
り
彰
考
館
総
裁
も
つ
と
め
た
安
積

澹
泊
、
中
村
顧
言
、
栗
山
潜
鉾
、
酒
泉
竹
軒
の
四
人
が
作
成
し
、
享
保
八
年
に
完
成
│
に

は
、
初
代
水
戸
藩
主
徳
川
頼
房
が
寛
文
元
年
に
死
去
し
た
際
、
近
臣
の
数
人
が
殉
死
し
よ

う
と
し
た
た
め
、
光
圀
が
自
ら
彼
ら
の
家
に
お
も
む
い
て
諭
し
、
殉
死
を
や
め
さ
せ
た
と

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
幕
府
に
よ
る
殉
死
禁
止
は
光
圀
の
主
張
に
よ
る
と
し
て
い
る）15
（

。
ち
な

み
に
、
平
戸
藩
主
を
つ
と
め
た
松
浦
静
山
の
「
甲
子
夜
話
」
巻
二
十
一
に
は
、「
殉
死
の

や
み
た
る
は
水
戸
の
義
公
に
起
る
」
と
み
え
、
光
圀
が
殉
死
禁
令
の
主
唱
者
で
あ
る
と
し

て
い
る）16
（

。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
会
津
藩
で
も
寛
文
元
年
に
領
内
で
殉
死
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
会

津
藩
主
保
科
正
之
は
将
軍
家
光
の
異
母
弟
で
、
保
科
正
光
の
養
子
と
な
り
、
養
父
の
死
去

に
よ
り
信
濃
国
高
遠
三
万
石
を
継
い
だ
。
そ
の
後
、
出
羽
国
山
形
藩
二
〇
万
石
を
経
て
、

寛
永
二
〇
年
に
陸
奥
国
会
津
藩
二
三
万
石
に
移
封
さ
れ
、
家
光
の
遺
言
に
し
た
が
い
、
慶

安
四
（
一
六
五
一
）
年
か
ら
四
代
将
軍
家
綱
を
補
佐
し
て
幕
政
を
主
導
し
た
。

　

保
科
正
之
は
、
以
前
か
ら
殉
死
に
疑
問
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
。
天
和
四
（
一
六
八
四
）

年
に
作
成
さ
れ
た
儒
者
横
田
俊
益
に
よ
る
保
科
正
之
の
言
行
録
、「
土
津
霊
神
言
行
録
」

に
は
、「
万
治
元
年
正
月
、
及
聞
詩
秦
風
黄
鳥
篇

朱
子
殉
葬
之
論
、
悟
不
仁
不
知
之
事

戎
狄
弊
俗
之
風
、
而
又
与
某
発
明
其
篇
中
臨
穴
惴
々
之
文
義
、
甚
嘆
慨
而
不
已
矣
。
其
後

寛
文
元
年
閏
八
月
、
公
自
禁
家
臣
之
殉
死
、
又
同
三
年　

台
命
禁
天
下
之
殉
死
矣
。
斯
令

也
顧
是
依
公
之
所
請
而
行
于
闔
国
者
也）17
（

。」
と
み
え
る
。
正
之
は
万
治
元
（
一
六
五
八
）
年

正
月
、『
詩
経
』
の
「
秦
風
黄
鳥
篇
」
と
朱
子
の
「
殉
葬
論
」
を
学
び
、
殉
死
が
不
仁
・

不
知
の
行
為
で
野
蛮
な
風
俗
で
あ
る
と
悟
り
、
殉
死
の
風
俗
に
慨
嘆
し
て
い
た）18
（

。
こ
こ
で

は
、
寛
文
三
年
に
幕
府
が
全
国
へ
殉
死
禁
止
を
命
じ
た
の
は
、
寛
文
元
年
閏
八
月
、
会
津

藩
士
の
殉
死
を
禁
じ
た
正
之
の
提
案
に
よ
る
と
し
て
い
る）19
（

。

　

い
ず
れ
も
寛
文
元
年
に
水
戸
藩
、
会
津
藩
、
佐
賀
藩
で
殉
死
が
禁
止
さ
れ
、
そ
の
建
議

に
よ
り
幕
府
が
殉
死
を
禁
じ
た
と
し
て
、
過
去
の
藩
主
を
顕
彰
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
さ
ら
に
考
察
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
七
世
紀
中
葉
に
、
殉
死
は
賞
賛

す
べ
き
事
柄
と
み
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

第
二
節　

殉
死
に
対
す
る
儒
者
の
批
判

　

山
崎
闇
斎
は
朱
子
学
の
信
奉
者
、
垂
加
神
道
の
開
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
。
闇
斎
は
元
和
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四
（
一
六
一
八
）
年
に
京
都
に
生
ま
れ
た
。
寛
永
九
年
に
妙
心
寺
に
入
り
、
そ
の
後
、
土

佐
藩
の
野
中
兼
山
と
親
交
を
結
び
、
朱
子
学
に
目
覚
め
た
と
い
う
。
寛
永
一
九
年
に
、
六

年
あ
ま
り
を
過
ご
し
た
土
佐
を
あ
と
に
し
、
京
都
へ
戻
っ
て
還
俗
し
、
正
保
四
（
一
六
四
七
）

年
に
は
『
闢
異
』
で
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
を
異
端
と
し
て
激
し
く
批
判
し
、
排
仏
尊
儒

の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た）20
（

。
明
暦
元
（
一
六
五
五
）
年
か
ら
京
都
で
朱
子
学
の
講
義
を
は

じ
め
、
明
暦
三
年
に
は
伊
勢
神
宮
へ
参
拝
し
て
い
る
。
闇
斎
は
「
述
べ
て
作
ら
ず
」
と
い

う
態
度
を
貫
き
、
解
説
本
で
は
な
く
、
朱
子
本
人
の
言
葉
か
ら
そ
の
体
系
を
理
解
し
よ
う

と
し
た
。「
道
」
は
日
本
に
お
い
て
は
、
神
道
と
し
て
顕
現
す
る
と
し
、
そ
の
説
は
垂
加

神
道
と
呼
ば
れ
、
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

闇
斎
は
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
に
保
科
正
之
に
謁
見
し
、『
論
語
』
を
講
義
し
た
。
そ

の
後
、
延
宝
元
（
一
六
七
三
）
年
に
会
津
で
行
わ
れ
た
正
之
の
葬
儀
に
参
列
す
る
ま
で
、

ほ
ぼ
毎
年
、
京
都
と
江
戸
を
往
復
し
て
、
正
之
に
朱
子
学
の
講
義
を
し
た
り
政
策
の
諮
問

に
あ
ず
か
っ
た
り
し
た
。
こ
の
間
、『
玉
山
講
義
附
録
』『
二
程
治
教
録
』『
伊
洛
三
子
伝

心
録
』『
会
津
風
土
記
』『
会
津
神
社
志
』
な
ど
の
編
纂
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
闇
斎
は
正

之
に
謁
見
す
る
ま
で
関
係
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
会
津
藩
や
幕
府
の
殉
死
禁
令
と

は
無
関
係
で
あ
る
。
た
だ
、
殉
死
が
野
蛮
な
風
俗
で
あ
る
と
の
認
識
は
早
く
か
ら
持
っ
て

い
た
。

　

万
治
元
（
一
六
五
八
）
年
、
闇
斎
は
は
じ
め
て
江
戸
へ
下
り
、
笠
間
藩
主
の
井
上
正
利

│
明
暦
四
（
一
六
五
八
）
年
〜
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
ま
で
寺
社
奉
行
を
つ
と
め
た
│
や

加
藤
泰
義
（
伊
予
大
洲
藩
主
加
藤
泰
興
の
嫡
子
）
ら
の
知
遇
を
得
た
。
闇
斎
の
『
大
和
小
学
』

は
こ
の
加
藤
泰
義
の
求
め
に
よ
り
、
漢
字
が
読
め
な
い
婦
女
子
の
た
め
の
和
文
の
教
訓
書

と
し
て
編
集
さ
れ
た）21
（

。『
大
和
小
学
』
は
万
治
元
年
に
書
か
れ
、
万
治
三
年
に
書
肆
上
村

四
郎
兵
衛
か
ら
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
殉
死
に
言
及
し
た
部
分
が
あ
る
。

殉
葬
に
腹
を
切
。
俗
是
を
追
腹
と
い
ふ
。
い
ま
や
う
ハ
を
ひ
ば
ら
き
る
も
の
幾
人
も

ち
た
る
な
ん
ど
と
、
お
ほ
き
を
て
が
ら
に
思
ふ
人
も
あ
る
と
ぞ
。
む
か
し
も
ろ
こ
し

に
陳
乾
昔
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
臨
終
に
兄
弟
を
あ
つ
め
て
そ
の
子
尊
己
に
命
ず
る

に
、
我
死
せ
バ
か
な
ら
ず
大
ひ
に
棺
を
つ
く
り
、
二
人
の
婢
子
を
し
て
わ
れ
を
は
さ

ま
し
め
よ
と
い
ひ
て
死
ぬ
。
尊
己
殉
葬
ハ
非
礼
な
り
と
て
も
ち
ひ
ざ
り
し
。
我
子
を

こ
ろ
せ
と
い
ふ
の
不
慈
な
る
事
ハ
誰
も
し
り
ぬ
。
臣
を
し
て
を
ひ
ば
ら
を
き
ら
し
む

る
不
仁
と
わ
き
ま
へ
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
或
ハ
後
の
た
め
と
て
、
寵
臣
に
死
に
し
た
か

ふ
べ
か
ら
す
と
命
ず
る
も
の
ハ
あ
り
。
を
ひ
ば
ら
を
こ
の
む
に
ハ
ま
さ
り
け
れ
ど
、

仁
人
の
と
は
に
は
あ
ら
ず
。
季
孫
か
ご
と
き
も
の
も
さ
ハ
い
ひ
し
。
後
の
た
め
な
ら

ず
は
し
た
が
は
し
め
ん
や
。
垂
仁
帝
の
み
こ
と
の
り
を
三
復
す
べ
し
。
孝
子
の
親
の

死
に
し
た
が
ハ
ん
と
ま
ど
ふ
も
の
は
な
し
。
君
の
死
に
し
た
が
ふ
を
忠
と
お
も
ふ
ハ

何
ぞ
や
。
無
用
の
事
と
し
り
つ
つ
俗
の
そ
し
り
を
い
と
ひ
、
君
を
不
仁
に
お
と
し
父

母
妻
子
の
う
れ
へ
を
残
す
。
あ
さ
ま
し
き
事
に
あ
ら
ず
や）22
（

。

　

陳
乾
昔
の
話
は
『
礼
記
』
檀
弓
下
第
四
に
み
え
る
。
自
分
の
臨
終
に
際
し
て
殉
葬
す
る

よ
う
命
じ
た
が
、
子
の
尊
己
は
殉
葬
は
非
礼
で
あ
る
と
し
て
従
わ
な
か
っ
た
と
い
う
逸
話

で
あ
る
。
季
孫
は
、
春
秋
戦
国
時
代
に
栄
え
た
魯
の
第
一
五
代
桓
公
の
子
孫
の
一
人
で
あ

る
。
垂
仁
天
皇
は
崇
神
天
皇
の
子
で
、「
日
本
書
紀
」
に
は
、
垂
仁
天
皇
二
八
年
に
殉
死

の
禁
令
を
出
し
た
と
み
え
る
。
右
の
文
章
か
ら
、
追
腹
を
切
っ
た
人
数
を
手
柄
の
よ
う
に

思
う
人
も
い
る
当
時
の
風
潮
が
わ
か
る
。
親
に
孝
行
を
尽
く
す
者
が
、
死
去
し
た
親
の
後

を
追
う
こ
と
は
な
い
の
に
、
死
去
し
た
主
君
の
後
を
追
う
こ
と
を
忠
と
思
う
こ
と
に
、
闇

斎
は
疑
義
を
呈
し
、
無
用
の
事
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
世
間
か
ら
そ
し
ら
れ
る
こ
と
を

お
そ
れ
て
追
腹
を
切
る
の
は
、
主
君
を
不
仁
の
者
に
し
、
あ
と
に
父
母
妻
子
の
憂
い
を
残

す
だ
け
だ
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
田
尻
祐
一
郎
氏
は
、
闇
斎
は
、
男
色
が
流
行
し
て
追
腹

を
切
る
者
が
増
え
た
と
考
え
て
い
た
と
し
、「
儒
教
の
立
場
か
ら
は
、「
飲
食
男
女
」
の
欲

望
は
肯
定
さ
れ
る
が
（
男
女
の
結
合
は
陰
陽
の
自
然
＝
当
然
の
合
体
で
あ
る
）、
男
色
は
、
あ
ら

ゆ
る
視
点
か
ら
見
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
殉
死
は
、
残
忍
さ
、
父
子
よ

り
君
臣
を
優
先
さ
せ
る
発
想
、
性
的
な
背
徳
、
こ
れ
ら
の
意
味
で
幾
重
に
も
反
倫
理
的
な

行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）23
（

。

　

朱
子
学
を
批
判
し
て
聖
学
を
論
じ
、『
聖
教
要
録
』
の
筆
禍
事
件
で
赤
穂
に
流
さ
れ
た

山
鹿
素
行
も
、
殉
死
に
は
批
判
的
立
場
を
取
っ
て
い
た
。『
聖
教
要
録
』
執
筆
と
同
年
の

寛
文
五
年
、
素
行
の
そ
れ
ま
で
の
講
義
を
集
め
て
門
人
が
編
集
し
た
『
山
鹿
語
類
』
も
完

成
す
る
。
そ
の
う
ち
「
臣
道
」
で
は
、
下
克
上
や
革
命
を
否
定
し
、
主
従
関
係
は
天
命
に

よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主
君
と
家
臣
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
を
実
践
す
べ
き
と
説
い
て
い
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る
）
24
（

。
ま
た
、
主
君
に
殉
死
す
る
の
は
た
や
す
い
が
、
主
君
を
諫
め
な
が
ら
そ
の
政
治
を
助

け
て
領
民
を
救
う
の
は
難
し
い
と
認
め
、「
死
を
一
途
に
究
む
る
を
以
て
忠
勤
と
思
ふ
べ

か
ら
ざ
る
也
」
と
宣
言
し
た
上
で
、
己
の
職
分
を
守
り
、
主
君
を
道
へ
導
き
、
国
家
統
治

に
寄
与
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
忠
勤
を
尽
く
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る）25
（

。

　

素
行
は
古
代
の
殉
葬
に
も
言
及
し
、
仏
教
的
来
世
観
に
影
響
さ
れ
て
、
主
君
に
寵
愛
さ

れ
た
男
色
の
者
が
、
主
君
一
人
を
死
出
の
旅
に
お
も
む
か
せ
る
の
は
忍
び
な
い
の
で
殉
死

し
て
い
る
、
と
と
ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
き
残
っ
て
大
名
家
の
政
治
向
き
を
担
当
す

る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
人
材
ま
で
、
殉
死
し
て
し
ま
う
こ
と
を
嘆
き
、
無
道
の
風
俗
、
天
徳

を
損
な
う
行
為
を
や
め
さ
せ
る
の
は
為
政
者
の
責
務
で
あ
る
と
も
述
べ
る）26
（

。
素
行
の
門
人

た
ち
が
『
山
鹿
語
類
』
編
集
を
開
始
し
た
の
は
寛
文
三
年
一
一
月
だ
が
、
そ
の
半
年
ほ
ど

前
に
幕
府
は
殉
死
禁
令
を
通
達
し
て
い
た
。
為
政
者
側
か
ら
殉
死
を
禁
止
す
べ
き
だ
と
す

る
素
行
の
考
え
は
、
寛
文
三
年
五
月
以
前
に
講
釈
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

参
考
ま
で
に
山
鹿
流
門
人
の
一
人
、
大
道
寺
友
山
の
意
見
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。
友
山

は
元
禄
四
年
、
会
津
藩
松
平
家
の
客
分
と
な
り
、
そ
の
後
、
家
臣
と
な
る
も
元
禄
一
三
年

に
追
放
さ
れ
、
福
井
藩
主
松
平
吉
邦
に
三
〇
人
扶
持
で
召
し
抱
え
ら
れ
た
経
験
を
持
つ
。

享
保
年
間
に
書
か
れ
た
『
武
道
初
心
集
』
の
「
忠
死
」
に
は
、
身
命
を
な
げ
う
っ
て
奉
公

す
る
と
思
い
定
め
た
者
は
、
殉
死
の
百
層
倍
も
ま
さ
り
、
主
君
の
み
な
ら
ず
家
中
奉
公
人

の
救
い
に
な
り
、
忠
義
勇
の
三
つ
を
兼
ね
備
え
た
武
士
の
手
本
に
も
な
る
と
み
え
る
。
友

山
は
、
主
君
を
政
治
か
ら
遠
ざ
け
て
遊
興
に
ふ
け
ら
せ
、
お
家
を
滅
亡
に
追
い
や
る
奸
臣

を
退
治
す
る
者
と
し
て
、
死
を
覚
悟
し
た
武
士
を
例
に
挙
げ
て
い
る）27
（

。

第
二
章　

赤
穂
事
件
に
関
す
る
儒
者
の
見
解

第
一
節　

赤
穂
事
件
の
概
要
と
「
崎
門
の
三
傑
」
の
略
歴

　

赤
穂
事
件
は
元
禄
一
四
（
一
七
〇
一
）
年
三
月
一
四
日
、
勅
使
接
待
役
を
命
じ
ら
れ
て

い
た
赤
穂
藩
三
代
藩
主
浅
野
内
匠
頭
が
、
江
戸
城
松
の
廊
下
で
高
家
の
吉
良
上
野
介
に
斬

り
か
け
、
切
腹
・
改
易
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
翌
年
一
二
月
一
四
日
、

赤
穂
浪
士
た
ち
は
「
主
君
の
鬱
憤
を
散
ぜ
ん
が
た
め
」
と
称
し
、
上
野
介
を
不
倶
戴
天
の

敵
と
し
て
吉
良
邸
へ
討
ち
入
り
、
元
禄
一
六
年
二
月
四
日
、
寺
坂
吉
右
衛
門
を
の
ぞ
く
四

六
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
預
け
に
な
っ
て
い
た
大
名
屋
敷
で
切
腹
し
た
。
討
入
り
か
ら
四
七

年
目
、
人
形
浄
瑠
璃
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
が
上
演
さ
れ
、
つ
い
で
歌
舞
伎
で
も
上
演
さ

れ
、
現
在
で
も
「
歌
舞
伎
の
独
参
湯
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
親
し
ま
れ
て
い
る）28
（

。

　

一
般
に
忠
臣
蔵
は
敵
討
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
上
野
介
が
内
匠
頭
を
殺
害
し
、
そ
の
主

君
の
敵
と
し
て
赤
穂
浪
士
が
上
野
介
を
襲
撃
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
上
野
介
は
父
の
仇
に
準

ず
る
主
君
の
仇
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
内
匠
頭
が
上
野
介
へ
斬
り
つ
け
た
の

で
あ
り
、
上
野
介
は
手
向
か
い
も
し
て
お
ら
ず
、
幕
府
か
ら
は
「
お
構
い
な
し
」
と
言
い

渡
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
浪
士
の
討
入
り
は
、
通
常
の
敵
討
と
み
な
さ
れ
る
要
件
を

満
た
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
儒
者
は
内
匠
頭
の
殿
中
刃
傷
と
赤
穂
浪
士
の
討
入
り
に

つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
示
し
た
。
彼
ら
の
著
作
は
、
い
ず
れ
も
討
入
り
が
成
功
し

て
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。「
浪
士
＝
義
士
」
と
す
る
義
士
肯
定
論
と
「
浪
士

≠

義
士
」
と

す
る
義
士
否
定
論
が
交
互
に
あ
ら
わ
れ
、
室
鳩
巣
・
浅
見
絅
斎
・
三
宅
尚
斎
ら
は
前
者
の

考
え
方
を
、
佐
藤
直
方
・
荻
生
徂
徠
な
ど
は
後
者
の
見
解
を
主
張
し
た
。

　

林
鳳
岡
は
す
で
に
大
学
頭
と
し
て
幕
府
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、「
復
讐
論
」

（
元
禄
一
六
年
）
で
は
、
四
六
人
の
浪
士
は
亡
君
の
遺
志
を
継
い
で
義
を
示
し
た
と
は
い
え
、

天
下
の
法
に
背
い
た
た
め
に
処
罰
さ
れ
た
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
室
鳩
巣

は
、
の
ち
に
新
井
白
石
の
推
挙
に
よ
り
幕
府
の
儒
者
に
な
る
人
物
で
、「
赤
穂
義
人
録
」（
元

禄
一
六
年
）
で
は
、
内
匠
頭
が
上
野
介
に
賄
賂
を
渡
さ
な
か
っ
た
た
め
に
上
野
介
か
ら
恥

辱
を
受
け
、
殿
中
刃
傷
に
及
ん
だ
と
記
し
て
い
る
。
荻
生
徂
徠
が
書
い
た
と
さ
れ
る
「
四

十
七
士
論
」
と
「
徂
徠
擬
律
書
」
の
う
ち
、
前
者
の
「
四
十
七
士
論
」
で
は
、
内
匠
頭
の

刃
傷
は
匹
夫
の
勇
に
よ
る
「
不
義
」
の
行
為
で
あ
り
、
討
入
り
は
主
君
の
邪
志
を
継
い
だ

も
の
で
義
と
は
言
え
ず
、
浪
士
は
死
ぬ
べ
き
だ
っ
た
と
論
じ
、
自
分
の
主
人
で
あ
る
名
主

の
赦
免
を
幕
府
に
嘆
願
し
続
け
た
下
人
市
兵
衛
の
方
が
、
赤
穂
浪
士
に
勝
る
と
し
て
義
士

否
定
論
を
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
後
者
の
「
徂
徠
擬
律
書
」
で
は
、
討
入
り
は
「
義
」

だ
が
「
私
」
の
論
で
あ
る
と
し
て
、
彼
ら
を
切
腹
さ
せ
る
こ
と
で
「
忠
義
を
軽
ん
じ
な
い

道
理
」
が
維
持
さ
れ
る
と
論
じ
て
い
る）29
（

。
徂
徠
の
弟
子
、
太
宰
春
台
は
「
赤
穂
四
十
六
士

論
」
を
著
し
、
徂
徠
以
外
に
「
浪
士

≠

義
士
」
論
を
唱
え
る
者
が
な
く
、
深
く
考
え
ず
に

世
間
は
忠
臣
義
士
と
讃
え
て
い
る
と
主
張
し
た
た
め
、
こ
の
見
解
に
三
宅
観
瀾
や
松
宮
観

山
ら
が
異
議
を
唱
え
た
。

　

山
崎
闇
斎
は
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
に
死
去
し
て
お
り
、
赤
穂
事
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、
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闇
斎
の
門
人
だ
っ
た
佐
藤
直
方
・
三
宅
尚
斎
・
浅
見
絅
斎
が
、
主
君
に
対
す
る
家
臣
の
忠

義
と
い
う
道
徳
の
観
点
と
、
主
君
の
敵
討
と
し
て
、
殿
中
刃
傷
か
ら
討
入
り
ま
で
を
法
的

に
説
明
で
き
る
の
か
と
い
う
法
の
観
点
か
ら
、
各
自
の
見
解
を
主
張
し
て
い
る）30
（

。
そ
こ
で

以
下
、
こ
の
三
人
の
見
解
を
み
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
彼
ら
の
略
歴
を
お
さ
え
て
お
こ
う）31
（

。
佐
藤
直
方
は
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年
、

備
後
福
山
藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
寛
文
一
〇
年
、
二
一
歳
の
と
き
に
闇
斎
に
入
門

を
請
う
た
が
、
学
力
不
足
で
断
ら
れ
、
翌
年
再
び
上
京
し
て
入
門
を
認
め
ら
れ
る
。
闇
斎

が
晩
年
、
神
道
へ
傾
い
た
の
に
対
し
、
直
方
と
絅
斎
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
ず
、
敬
義
内
外

説
（「
内
」
は
身
心
な
の
か
心
の
み
か
）
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
も
あ
っ
て
、
破
門
さ
れ
る
に

至
る
。
延
宝
八
（
一
六
八
二
）
年
前
後
の
こ
と
と
言
わ
れ
る
。
元
禄
七
年
に
厩
橋
藩
酒
井

家
に
招
聘
さ
れ
、
以
後
、
死
ぬ
ま
で
江
戸
で
講
義
に
専
念
し
、
館
林
藩
松
平
家
、
出
羽
藩

佐
竹
家
、
彦
根
藩
井
伊
家
な
ど
の
大
名
に
進
講
し
た
。
享
保
四
（
一
七
一
九
）
年
、
江
戸

の
唐
津
藩
邸
で
講
義
中
に
発
作
で
倒
れ
、
七
〇
歳
に
て
死
去
す
る
。
直
方
は
短
い
筆
記
の

ほ
か
は
、
ほ
と
ん
ど
講
義
と
教
育
に
専
念
し
、
講
ず
る
の
は
四
書
・
小
学
・
近
思
録
、
時

に
詩
経
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

三
宅
尚
斎
は
寛
文
二
（
一
六
六
二
）
年
、
丹
波
篠
山
藩
士
の
子
と
し
て
播
州
明
石
城
下

に
生
ま
れ
た
。
父
の
遺
命
に
よ
り
医
を
習
い
、
延
宝
八
年
、
一
九
歳
の
と
き
闇
斎
に
入
門

し
た
。
天
和
二
年
に
闇
斎
が
死
去
し
た
た
め
、
直
方
と
絅
斎
に
兄
事
し
た
。
元
禄
二
年
「
拘

幽
操
筆
記
」
を
著
し
、
元
禄
三
年
、
老
中
を
つ
と
め
る
忍
藩
主
阿
部
正
武
に
召
し
抱
え
ら

れ
る
。
元
禄
一
〇
年
以
後
、
進
言
が
入
れ
ら
れ
ず
、
た
び
た
び
致
仕
を
願
う
が
許
さ
れ
ず
、

宝
永
四
年
、
藩
主
阿
部
正
喬
の
勘
気
を
蒙
り
忍
城
の
獄
に
幽
閉
さ
れ
た
。
宝
永
六
年
、
忍

藩
領
内
と
江
戸
に
居
住
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
（
幽
閉
と
そ
の
後
の
阿
部
正
喬
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
後
述
）。
宝
永
七
年
に
京
都
へ
上
っ
て
学
問
を
講
じ
、「
中
国
夷
狄
説
」
を
執
筆
し
、

正
徳
五
年
に
は
主
著
の
「
黙
識
録
」
が
成
る
。
享
保
六
年
、
江
戸
の
土
佐
藩
邸
で
幼
君
の

侍
読
進
講
に
つ
と
め
た
が
、
招
聘
者
山
内
規
重
の
病
没
に
よ
り
京
都
へ
帰
っ
た
。
そ
の
後

も
執
筆
活
動
を
続
け
、
寛
保
元
（
一
七
四
一
）
年
、
八
〇
歳
で
京
都
に
て
亡
く
な
っ
た
。

　

浅
見
絅
斎
は
承
応
元
（
一
六
五
二
）
年
、
京
都
の
医
者
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
絅
斎

は
医
を
習
っ
た
が
、
延
宝
四
、
五
年
頃
、
闇
斎
に
入
門
し
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
直
方
の

破
門
と
と
も
に
自
身
も
破
門
同
然
と
な
っ
た
。
闇
斎
が
死
去
し
た
際
に
は
葬
式
に
出
る
こ

と
が
で
き
ず
、
香
を
焚
い
て
神
霊
に
許
し
を
請
う
た
と
い
う
。
貞
享
三
年
ご
ろ
か
ら
入
門

者
が
増
え
た
よ
う
で
、
塾
を
錦
陌
講
堂
と
称
し
、
以
後
死
ぬ
ま
で
、
京
都
で
著
述
・
講
義
・

教
育
に
専
念
し
た
。
貞
享
四
年
、「
靖
献
遺
言
」
を
上
梓
し
、
元
禄
二
年
に
は
講
義
録
「
靖

献
遺
言
講
義
」
が
成
っ
た
。
元
禄
四
年
「
拘
幽
操
附
録
」
を
編
輯
し
、
翌
元
禄
五
年
に
刊

行
す
る
。
そ
の
後
も
多
く
の
講
義
録
が
編
輯
・
刊
行
さ
れ
た
。
宝
永
二
年
に
「
玉
山
講
義

師
説
」（
若
林
強
斎
筆
録
）
が
筆
録
さ
れ
、
絅
斎
と
号
し
た
。
宝
永
四
年
に
「
拘
幽
操
師
説
」

（
若
林
強
斎
筆
録
）、「
敬
義
内
外
説
師
説
」、
正
徳
元
年
に
「
二
程
治
教
録
師
説
」（
浅
見
勝
太

郎
筆
録
）
な
ど
が
あ
る
。
正
徳
元
（
一
七
一
一
）
年
、
六
〇
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
孔
子
・
朱

子
が
日
本
を
攻
撃
し
て
き
た
ら
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
い
に
、
鉄
砲
で
二
人
を
殺
す
と
絅

斎
が
答
え
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
聖
人
の
道
を
評
価
し
、「
靖
献
遺
言
」
で
中
国
の

忠
臣
義
士
八
人
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
異
国
人
へ
降
参
し
た
り
そ
の
家
臣
に
な
っ
た
り
す

る
の
は
、「
大
な
る
不
忠
」
と
い
う
考
え
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
幕
末
の
志
士
た

ち
が
絅
斎
を
信
奉
し
た
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
二
節　

佐
藤
直
方
・
三
宅
尚
斎
・
浅
見
絅
斎
の
見
解

　

ま
ず
、
佐
藤
直
方
の
見
解
に
つ
い
て
、
宝
永
二
年
以
前
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
「
四
十
六
人
之
筆
記
」
と
、
三
宅
尚
斎
が
享
保
三
（
一
七
一
八
）
年
に
記
し
た
「
重
固

問
目　

佐
藤
直
方
朱
批
」
の
朱
批
の
部
分
を
検
討
し
た
い）32
（

。
直
方
は
、
内
匠
頭
は
大
法
に

背
い
た
罪
人
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
接
待
役
と
し
て
の
職
務
を
全
う
し
て
か
ら
斬
り
つ

け
る
の
な
ら
と
も
か
く
、
将
軍
が
勅
使
・
院
使
に
江
戸
城
の
白
書
院
で
対
面
す
る
と
い
う

儀
礼
直
前
に
刃
傷
に
及
ん
だ
の
は
、「
急
迫
未
練
ノ
腰
ヌ
ケ
ノ
仕
形
」
で
あ
り
、
相
手
を

討
ち
漏
ら
し
た
の
は
勇
気
も
才
覚
も
な
い
と
し
て
、
内
匠
頭
を
嘲
笑
し
て
い
る
。
赤
穂
浪

士
た
ち
の
討
入
り
は
上
野
介
が
仇
で
は
な
い
以
上
、
敵
討
に
は
相
当
せ
ず
、
徒
党
を
組
ん

で
飛
び
道
具
を
持
参
し
、
吉
良
邸
を
襲
撃
し
た
の
は
「
重
々
不
届
」
で
あ
る
と
考
え
た
。

さ
ら
に
討
入
り
成
功
後
、
泉
岳
寺
で
自
殺
し
な
か
っ
た
の
は
、
幕
府
の
法
に
従
っ
た
か
ら

で
は
な
く
、
人
に
褒
め
ら
れ
て
召
し
抱
え
ら
れ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
主

張
す
る
。
た
だ
し
、
泉
岳
寺
で
自
殺
し
て
い
れ
ば
、
理
に
あ
た
ら
な
い
と
は
い
え
、
そ
の

志
に
は
憐
れ
む
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
亡
君
の
憤
り
を
晴
ら
し
た
い
と

い
う
浪
士
に
同
情
す
る
側
面
は
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
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浅
見
絅
斎
「
赤
穂
四
十
六
士
論）33
（

」
は
、
内
匠
頭
の
殿
中
刃
傷
の
原
因
を
、
上
野
介
が
人

前
で
内
匠
頭
に
恥
を
か
か
せ
た
こ
と
に
求
め
る
。
そ
し
て
、
内
匠
頭
の
行
為
は
時
と
場
所

を
わ
き
ま
え
な
い
率
爾
の
振
る
舞
い
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
刃
傷
の
原
因
と
な
っ

た
上
野
介
が
成
敗
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
内
匠
頭
は
上
野
介
の
た
め
に
死
ん
だ
の
も

同
然
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
上
野
介
は
赤
穂
浪
士
た
ち
に
と
っ
て
主
君
の
仇
で
あ
り
、
討
入

り
は
君
臣
の
義
理
に
も
と
づ
く
大
義
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
徒
党
し
、
合
い
言
葉
・

合
い
印
を
用
い
た
「
戦
場
の
法
」
で
討
ち
入
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
の
目
的
が
公
共

秩
序
を
乱
す
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
君
臣
の
義
理
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
さ

ら
に
、
浪
士
が
泉
岳
寺
で
自
殺
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が
名
誉
と
俸
禄
を
求
め
た

と
佐
藤
直
方
が
解
釈
し
た
こ
と
に
対
し
、
一
命
を
捨
て
、
書
き
置
き
ま
で
残
し
た
者
た
ち

に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
評
価
を
下
す
の
は
誣
言
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

　

三
宅
尚
斎
は
「
重
固
問
目　

佐
藤
直
方
朱
批
」
で
、
絅
斎
と
同
じ
く
、
内
匠
頭
が
上
野

介
へ
賄
賂
を
渡
さ
な
か
っ
た
た
め
に
、
上
野
介
が
人
前
で
内
匠
頭
に
恥
を
か
か
せ
た
こ
と

に
、
刃
傷
の
原
因
を
求
め
て
い
る
。
内
匠
頭
が
切
腹
・
改
易
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
、
公
法

を
犯
し
た
か
ら
だ
と
解
釈
す
る
点
で
は
直
方
と
同
意
見
だ
が
、
合
理
的
・
法
的
な
見
解
を

示
す
直
方
と
は
、
討
入
り
に
関
す
る
考
え
方
が
異
な
る
。
尚
斎
は
、
内
匠
頭
は
上
野
介
の

た
め
に
殺
さ
れ
た
の
も
同
然
で
あ
る
か
ら
、「
目
の
子
算
用
」
な
し
に
上
野
介
は
主
君
の

仇
で
あ
る
と
い
う
。
主
君
を
殺
さ
れ
た
家
臣
に
と
っ
て
は
、
主
君
に
理
が
あ
る
か
な
い
か

は
問
題
で
は
な
い
と
し
て
、
家
臣
は
主
君
に
盲
目
的
に
忠
義
を
尽
く
す
べ
き
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
尚
斎
は
行
為
の
根
底
に
あ
る
理
非
を
無
視
し
、
主
君
に
対
す
る
絶
対
的
忠
義
に

価
値
を
置
い
て
い
る
。
直
方
は
、
主
君
の
善
志
を
継
ぐ
の
が
家
臣
の
忠
義
で
あ
り
、
主
君

の
悪
し
き
志
を
継
ぐ
の
は
不
忠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
討
入
り
は
、

亡
君
へ
の
不
忠
を
示
す
行
為
と
な
る
が
、
尚
斎
に
と
っ
て
は
、
主
君
の
志
の
善
悪
は
問
題

と
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
浅
野
吉
良
非
喧
嘩
論
」
で
は
、
家
臣
は
主
君
の
「
た
わ
け
」
に

従
い
、
主
君
が
「
無
理
」
で
も
相
手
を
討
つ
の
が
「
義
理
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
尚
斎
は
た
び
た
び
諫
言
し
て
、
忍
藩
主
か
ら
三
年
間
、
城
内
に
幽

閉
さ
れ
た
経
験
を
も
つ
の
で
、
主
君
が
も
つ
力
を
実
感
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
章　

文
王
と
湯
武
放
伐
に
つ
い
て

第
一
節　

佐
藤
直
方
・
三
宅
尚
斎
の
見
解

　
「
拘
幽
操
」
は
、
寛
文
一
〇
（
一
六
七
〇
）
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
増
補
書
籍
目
録
』

に
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
唐
の
韓
愈

が
作
っ
た
詩
で
、
紂
に
よ
っ
て
羑
里
に
幽
閉
さ
れ
た
文
王
の
心
境
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
書
き
下
し
文
に
す
る
と
、「
目

た
り
。
其
れ
凝
り
、
其
れ
盲
ひ
ぬ
。
耳
蕭
蕭
た
り
。

聴
く
に
声
を
聞
か
ず
。
朝
に
日
出
で
ず
。
夜
に
月
と
星
と
を
見
ず
。
知
る
こ
と
有
り
や
、

知
る
こ
と
無
し
や
。
死
せ
り
と
為
ん
や
、
生
け
り
と
為
ん
や
。
嗚
呼
、
臣
が
罪
、
誅
に
当

た
れ
り
。
天
王
は
聖
明
な
り
」
と
な
る
。

　

闇
斎
は
、
こ
の
五
〇
字
あ
ま
り
の
短
い
作
品
に
、
二
程
子
（
程
明
道
と
程
伊
川
）
と
朱
熹

（
朱
子
）
の
発
言
を
加
え
て
自
ら
の
跋
文
を
つ
け
、「
拘
幽
操
」
に
描
か
れ
た
文
王
の
「
忠
」

こ
そ
が
朱
子
学
に
お
け
る
正
統
な
あ
り
方
だ
と
位
置
づ
け
た
。
暴
君
の
紂
を
主
君
と
し
て

あ
が
め
、
臣
下
と
し
て
自
分
の
至
ら
な
さ
を
責
め
続
け
た
文
王
に
、
闇
斎
は
臣
下
の
あ
る

べ
き
姿
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。ま
た
闇
斎
は
、舜
や
文
王
は
「
天
地
之
大
経
」、湯
王
・

武
王
は
「
古
今
之
大
権
」
で
あ
る
と
説
明
し
、
湯
王
や
武
王
の
革
命
は
、
そ
の
当
時
の
時

代
状
況
に
お
い
て
は
正
し
い
が
、
歴
史
を
超
越
し
た
普
遍
的
価
値
を
も
つ
も
の
で
は
な
い

と
も
考
え
て
い
た）34
（

。

　

佐
藤
直
方
の
見
解
は
、
彼
の
講
義
を
貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
に
書
き
写
し
た
「
拘
幽

操
辨
」
に
表
わ
れ
て
い
る
。
直
方
は
、「
拘
幽
操
」
は
天
地
開
闢
以
来
は
じ
め
て
「
君
臣

の
大
義
」
を
天
下
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
た
が
、
湯
武
の
放
伐
に
つ
い
て
は
、

聖
人
だ
か
ら
こ
そ
認
め
ら
れ
る
事
柄
だ
と
考
え
て
い
る
。「
主
君
は
天
下
の
父
で
あ
り
、

主
君
を
殺
す
の
は
自
分
の
父
を
殺
す
の
と
同
じ
で
あ
る
。
民
は
主
君
の
子
、
主
君
は
民
の

父
母
で
あ
る
。
自
分
の
親
に
仕
え
る
よ
う
に
主
君
に
仕
え
よ
」「
い
く
ら
親
が
悪
人
で
も

親
を
殺
す
者
は
百
人
に
一
人
も
い
な
い
。
親
を
殺
す
の
は
、
こ
の
上
な
く
正
し
い
こ
と
だ

と
言
っ
た
と
し
て
も
、
も
っ
て
の
ほ
か
の
事
柄
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
君
を
殺
し
よ

う
が
な
い
」「
一
般
論
が
で
き
な
い
こ
の
種
の
問
題
を
、
現
代
の
凡
人
が
軽
々
し
く
口
に

し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
ら
ど
の
よ
う
に
裁
く
べ
き
か
な
ど
と
論
じ
る
の
は
、
山

の
入
口
に
も
達
し
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る）35
（

」
こ
れ
ら
の
発
言
か
ら
、
直
方
が
父
子
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と
君
臣
関
係
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
立
ち
な
が
ら
も
、
湯
武
の
放
伐
は
一
般
化
で
き
な
い
聖
人

の
世
界
の
こ
と
だ
と
解
釈
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

右
の
考
え
方
は
「
湯
武
論
」
に
も
み
え
る）36
（

。
直
方
は
享
保
三
年
に
京
都
へ
行
き
、「
拘

幽
操
」
を
論
じ
た
。
そ
の
と
き
、「
経
」
は
常
道
で
当
然
の
道
理
で
あ
り
学
者
が
則
る
と

こ
ろ
だ
が
、「
権
」
は
変
で
あ
り
学
者
が
議
論
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ

し
て
、
湯
武
は
桀
紂
の
暴
虐
ぶ
り
が
ひ
ど
か
っ
た
た
め
、
天
命
に
よ
り
放
伐
し
た
の
で
あ

り
、
湯
武
は
「
雨
降
り
に
合
羽
傘
で
花
見
に
行
っ
た
よ
う
な
も
の
」
と
お
も
し
ろ
い
比
喩

を
使
っ
て
い
る
。
雨
が
降
っ
て
い
る
と
き
に
花
見
に
行
こ
う
と
す
れ
ば
、
い
や
で
も
雨
装

束
で
で
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
だ
と
い
う
。「
其
場
ニ
出
合
カ
ラ
ハ
、
セ
ネ

バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
デ
、
然
モ
聖
人
デ
ナ
フ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ゾ
」
と
述
べ
、
孔
子
が
堯
舜
の

時
代
に
い
れ
ば
禅
譲
を
、
湯
武
の
時
代
に
い
れ
ば
放
伐
し
た
だ
ろ
う
と
し
て
、「
放
伐
ス

ル
セ
ヌ
ハ
其
徳
ア
ツ
テ
其
場
ニ
テ
ウ
ド
出
会
シ
タ
人
ガ
知
ル
筈
也
」
と
結
論
す
る
の
で
あ

る
）
37
（

。

　

そ
れ
で
は
、
伯
夷
・
叔
斉
（
武
王
が
紂
王
を
討
つ
こ
と
を
諫
め
て
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、

周
が
天
下
を
統
一
す
る
と
、
そ
の
粟
を
食
べ
る
の
を
恥
じ
て
首
陽
山
に
隠
れ
、
と
も
に
餓
死
し
た
と
伝

え
ら
れ
る
）
の
行
動
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
直
方
に
よ
れ
ば
、
伯
夷
・
叔
斉
は
君

臣
関
係
に
も
と
づ
き
日
常
の
世
界
で
武
王
を
諫
め
た
が
、
武
王
は
天
命
に
し
た
が
っ
て
権

道
を
行
っ
た
と
い
う
。
先
に
述
べ
た
「
経
」
と
「
権
」
の
考
え
方
か
ら
、
武
王
の
行
動
は

一
時
的
な
臨
機
応
変
の
方
法
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
普
遍
性
は
見
い
だ
さ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　

三
宅
尚
斎
は
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
に
著
し
た
「
拘
幽
操
筆
記
」
で
、
暴
虐
を
諫
め

て
獄
に
入
れ
ら
れ
た
ら
、
紂
を
怨
む
心
が
生
ま
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
の
に
、
文
王
は
少

し
も
紂
を
と
が
め
ず
自
ら
の
過
ち
を
悔
い
、
自
分
が
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
思
っ
た
と
こ

ろ
に
、
聖
人
た
る
姿
を
見
い
だ
し
て
い
る）38
（

。
そ
の
後
、
文
王
が
天
下
の
三
分
の
二
を
掌
握

し
た
と
き
も
、
紂
を
天
子
と
尊
ん
で
背
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
舜
と
同
じ
心
を
見
い
だ

す
。
瞽

が
舜
を
殺
そ
う
と
し
た
と
き
、
舜
は
少
し
も
父
を
怨
ま
ず
、
た
だ
自
分
の
孝
の

至
ら
ぬ
こ
と
を
悲
し
み
、
舜
が
天
子
に
な
っ
た
あ
と
も
瞽

に
仕
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
よ
う
に
結
論
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
享
保
三
（
一
七
一
八
）
年
の
「
湯
武
論
」
で
は
、
湯
武
だ
か
ら
こ
そ
放
伐
が
認
め

ら
れ
た
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
直
方
の
意
見
と
同
じ
で
あ
る）39
（

。
興
味
深
い
の
は
、
主

従
関
係
を
想
定
し
て
い
る
の
が
天
と
湯
武
の
間
で
あ
っ
て
、
桀
紂
と
湯
武
の
間
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
が
父
、
天
子
は
天
に
代
わ
っ
て
万
民
を
統
治
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
こ
れ
が
君
と
し
て
の
職
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
桀
紂
ガ
如
キ
ハ
天
理
ヲ
亡
シ
天
命

ニ
ソ
ム
キ
天
職
ヲ
空
シ
テ
民
ヲ
虐
ス
レ
バ
、
実
ニ
父
ニ
ア
ダ
ス
ル
賊
子
也
。
湯
武
ハ
今
迄

ハ
臣
デ
ア
リ
タ
レ
ド
モ
、
万
民
帰
服
シ
、
桀
紂
ハ
今
迄
ハ
君
デ
ア
リ
タ
レ
ド
モ
、
万
民
ハ

ナ
レ
背
キ
独
夫
ニ
ナ
リ
タ
レ
バ
、
モ
ハ
ヤ
君
ト
云
モ
ノ
デ
ハ
ナ
シ）40
（

。」
と
論
じ
る
。
こ
の

部
分
は
、
実
は
君
主
論
に
な
っ
て
い
る
。
桀
紂
は
天
理
を
も
た
ず
、
天
命
に
背
き
、
天
職

で
は
な
い
地
位
に
あ
っ
て
、
父
に
仇
す
る
賊
子
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
主
君
と
は
言
え
な

い
と
す
る
の
は
、
主
君
た
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
定
ま
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
さ

ら
に
尚
斎
は
、
こ
こ
で
紂
を
討
た
ず
人
民
の
心
に
背
い
て
そ
の
難
渋
を
見
捨
て
た
ら
、
紂

と
同
じ
罪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
湯
武
に
よ
る
放
伐
は
人
民
の
心

の
反
映
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
闇
斎
や
絅
斎
と
の
違
い
が
み
え
る
が
、
そ
れ

は
聖
人
だ
か
ら
こ
そ
成
り
立
つ
論
理
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
拘
幽
操
筆
記
」
執
筆
後
、「
湯
武
論
」
ま
で
の

間
に
、
尚
斎
が
主
君
か
ら
幽
閉
さ
れ
た
経
験
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。『
黙
識
録
』（
巻
二
）

に
は
、
藩
主
阿
部
正
喬
に
諫
言
し
て
も
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
た
め
致
仕
を
願
い
出
た
と

き
、
主
君
と
意
見
が
合
わ
な
く
て
そ
の
元
を
去
る
の
は
、
致
仕
せ
ず
禄
を
む
さ
ぼ
り
続
け

る
者
と
は
異
な
り
、
義
を
知
る
者
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
、
尚
斎
が
「
義
を
知
る
者
は
、

必
ず
身
を
致
す
に
そ
の
君
に
事
ふ
る
を
以
て
す
」
と
述
べ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
宝
永

四
年
、
尚
斎
は
捕
縛
さ
れ
た
。
幽
閉
中
は
一
日
二
回
、
一
汁
一
菜
の
食
事
だ
け
で
、
筆
記

具
の
使
用
を
禁
止
さ
れ
た
環
境
に
苦
し
み
、
絶
食
し
て
自
殺
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

古
人
が
艱
難
に
遭
遇
し
な
が
ら
自
殺
し
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
思
い
当
た
り
、
主

君
が
死
罪
を
命
じ
な
い
の
は
自
殺
の
理
が
な
い
、
つ
ま
り
天
の
命
で
あ
る
と
感
じ
て
、
自

殺
を
思
い
と
ど
ま
る
。
以
後
は
、
健
康
を
保
つ
よ
う
に
心
が
け
、
二
年
後
の
宝
永
六
年
、

将
軍
綱
吉
の
死
去
に
と
も
な
い
獄
舎
か
ら
出
さ
れ
、
追
放
を
命
じ
ら
れ
る
。
旧
主
阿
部
正

喬
が
享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
に
罪
を
赦
し
、
さ
ら
に
享
保
一
五
年
に
は
使
者
を
京
都
へ

派
遣
し
て
、
江
戸
に
来
た
ら
藩
邸
を
訪
れ
る
よ
う
尚
斎
へ
伝
え
、
元
文
元
（
一
七
三
六
）

年
、
尚
斎
は
忍
藩
の
江
戸
屋
敷
で
旧
主
と
再
会
し
た）41
（

。
尚
斎
が
正
喬
の
侍
講
と
な
っ
た
の
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は
元
禄
一
六
（
一
七
〇
三
）
年
な
の
で
、
仕
え
は
じ
め
て
か
ら
旧
主
と
再
会
す
る
ま
で
、

実
に
三
〇
年
近
く
の
時
を
経
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
二
人
の
激
し
い
関
係
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
尚
斎
は
か
つ
て
の
旧
主
に
対
し
て
礼
を
尽
く
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
節　

浅
見
絅
斎
の
見
解

　

浅
見
絅
斎
は
五
〇
歳
に
な
る
元
禄
四
年
に
「
拘
幽
操
附
録
」
を
書
き
（
元
禄
五
年
に
寿
文

堂
か
ら
刊
行
）、
堯
舜
の
禅
譲
と
湯
武
の
放
伐
に
は
優
劣
が
あ
り
、
武
王
は
舜
や
文
王
に
は

及
ば
な
い
と
説
い
た
。
ま
た
、「
拘
幽
操
師
説
」
で
は
、
闇
斎
が
「
拘
幽
操
」
を
「
忠
孝

ノ
目
当
」
に
し
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
主
従
関
係
は
た
い
て
い
、
名
誉
か
利
益
か
一

時
的
感
情
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
讒
言
に
あ
っ
た
り
自
分
の
意
に
沿
わ
な
い
こ
と
が
あ
っ

た
時
、
主
君
を
い
と
お
し
い
と
思
う
心
が
な
い
と
君
を
恨
む
心
が
で
き
る
、
と
絅
斎
は
警

告
す
る
。
そ
し
て
「
忠
ハ
中
心
ト
書
モ
、
ド
コ
マ
デ
モ
、
君
ガ
大
切
デ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
本
心

ノ
ヤ
ム
ニ
ヤ
マ
レ
ヌ
意
味
カ
ラ
ノ
コ
ト
ゾ
」
と
述
べ
る
。
主
君
を
い
と
お
し
い
と
思
い
、

や
む
に
や
ま
れ
ぬ
心
で
ど
こ
ま
で
も
つ
い
て
い
く
の
が
、
家
臣
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

親
が
子
を
愛
す
る
の
に
よ
け
れ
ば
よ
い
で
か
わ
い
く
、
悪
く
て
も
一
層
か
わ
い
い
と
感
じ

る
の
は
、
親
子
一
体
の
情
か
ら
く
る
の
で
あ
り
、
文
王
の
心
は
そ
れ
と
同
じ
だ
っ
た
が
ゆ

え
に
、
紂
王
の
是
非
を
問
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
絅
斎
の
忠
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
忍
ぶ
恋
」

と
表
現
し
た
山
本
常
朝
と
似
て
い
る
。
湯
武
の
放
伐
に
つ
い
て
は
「
天
命
に
順
い
て
人
心

に
応
ず
る
ノ
、
権
道
ジ
ャ
ノ
ト
云
ガ
、
此
心
カ
ラ
ミ
レ
バ
、
イ
マ
〳
〵
シ
フ
テ
ド
フ
モ
ナ

ラ
ヌ
」
と
述
べ
、
権
道
と
し
て
、
通
常
と
は
異
な
る
「
変
」
の
世
界
に
お
け
る
行
動
と
考

え
る
直
方
の
見
解
を
批
判
し
、「
い
ま
い
ま
し
く
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」
と
不
快
感
を

あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。

　

主
君
の
是
非
を
問
う
こ
と
自
体
が
ま
ち
が
っ
て
お
り
、
家
臣
は
ひ
た
す
ら
尽
く
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
絅
斎
の
考
え
は
、「
何
デ
ア
レ
、
君
ハ
ス
ベ
テ
引
廻
シ
、
臣
ハ
ド
コ
マ
デ

モ
君
ニ
従
フ
テ
、
フ
タ
ツ
ナ
ラ
ヌ
ガ
各
当
然
ノ
道
理
ゾ
」
と
い
う
言
葉
に
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
「
君
臣
ノ
義
ト
サ
ヘ
イ
ヘ
バ
、
太
伯
文
王
夷
斉
ヲ
目
ア
テ
ト
ス
ル
ヨ
リ
、
ズ
ン
ド
外

ニ
ナ
イ
ゾ
」（
太
伯
（
泰
伯
）
は
文
王
の
父
季
歴
の
兄
で
、
そ
の
父
の
古
公
が
孫
の
文
王
へ
位
を
つ
が

せ
た
い
意
向
を
知
っ
て
、
蛮
夷
に
身
を
隠
し
、
季
歴
に
国
を
譲
っ
た
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
臣

と
し
て
の
理
想
は
、
太
伯
・
文
王
・
伯
夷
・
叔
斉
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

絅
斎
の
忠
義
の
観
念
は
ま
さ
に
没
我
的
忠
誠
と
表
現
で
き
る
が
、
そ
の
片
鱗
は
天
和
三

年
に
書
い
た
「
読
読
書
録
筆
記
」
と
い
う
一
文
に
も
み
え
る
。
こ
こ
で
絅
斎
は
、
儒
者
の

許
魯
斎
が
、
漢
人
で
あ
り
な
が
ら
元
朝
に
出
仕
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
異
民
族
に
征
服
さ

れ
た
王
朝
へ
の
出
仕
は
人
間
と
し
て
守
る
べ
き
節
義
を
失
し
て
い
る
、
と
厳
し
く
非
難
し

た
）
42
（

。
ま
た
貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
、
絅
斎
は
「
靖
献
遺
言
」
の
編
纂
に
着
手
し
、
主
君

に
仕
え
て
節
義
を
全
う
し
た
中
国
の
「
忠
臣
義
士
」
八
人
が
残
し
た
最
期
の
言
葉
を
ま
と

め
て
、
貞
享
四
年
に
上
梓
し
て
い
る
。
編
纂
の
意
図
は
、
忠
節
の
全
う
が
人
間
に
と
っ
て

い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
訴
え
る
こ
と
に
あ
り
、
絅
斎
が
忠
を
き
わ
め
て
重
視
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

忠
か
孝
か
二
者
択
一
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
き
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
べ
き
か
を
テ
ー
マ
に

し
た
成
立
年
代
未
詳
の
「
忠
孝
類
説
」
も
ま
た
、
忠
臣
義
士
八
人
を
と
り
あ
げ
た
絅
斎
の

著
作
で
あ
る
。
そ
の
一
人
、
趙
苞
は
敵
に
母
親
を
人
質
に
と
ら
れ
た
が
、
王
の
家
臣
と
し

て
敵
と
戦
い
、
母
親
を
殺
さ
れ
る
憂
き
目
に
あ
っ
た
。
程
子
は
忠
よ
り
孝
を
重
ん
じ
て
趙

苞
の
行
動
を
非
と
し
た
が
、
絅
斎
は
不
忠
不
義
を
犯
し
て
ま
で
母
親
を
生
か
そ
う
と
す
る

の
は
道
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
と
し
て
、
趙
苞
は
孝
よ
り
忠
を
重
ん
じ
た
と
評
価
し
た）43
（

。

　

な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
忠
義
を
重
ん
じ
る
の
か
。
浅
見
絅
斎
『
文
集
』
雑
説
で
は
、「
君

臣
だ
け
が
義
で
合
す
る
者
で
あ
る
」
と
し
、
君
臣
の
絆
は
国
家
の
大
綱
で
あ
り
、
家
臣
は

心
の
中
で
、
主
君
に
対
す
る
忠
義
を
絶
え
ず
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
た

だ
し
、
主
君
に
対
す
る
忠
は
孝
と
同
じ
愛
情
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、
主
君
を
前
に
し

て
自
然
に
わ
き
上
が
っ
て
く
る
い
と
お
し
さ
、
そ
れ
を
忠
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
強

要
さ
れ
る
服
従
で
は
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い）44
（

。

第
三
節　

主
従
関
係
に
関
す
る
荻
生
徂
徠
の
見
解

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
闇
斎
学
派
三
人
の
見
解
を
荻
生
徂
徠
と
比
べ
て
み
る
と
、
主
従
関

係
を
め
ぐ
る
考
え
方
の
違
い
に
驚
か
さ
れ
る
。
享
保
一
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
徂
徠
先
生

答
問
書
」
は
、
統
治
論
を
め
ぐ
る
質
問
に
対
す
る
徂
徠
の
答
え
を
、
庄
内
藩
家
老
格
の
水

野
元
朗
と
匹
田
進
修
に
宛
て
た
三
五
通
で
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
の

研
究
に
よ
り
、
三
通
以
外
は
「
一
種
の
想
定
問
答
集
」
と
し
て
、
徂
徠
が
構
想
す
る
政
治

改
革
・
制
度
改
革
の
意
図
を
大
名
や
家
老
た
ち
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
た
作
品
で
あ
る
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こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た）45
（

。
和
文
で
書
か
れ
て
お
り
、
徂
徠
の
思
想
全
体
を
理
解
す
る
の
に

有
益
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
大
名
が
築
く
べ
き
主
従
関
係
の
あ
り
方
に
言
及
し
て
い
る
部
分

を
と
り
あ
げ
る
。

　

徂
徠
は
、
道
と
は
天
地
自
然
に
そ
な
わ
っ
た
道
で
は
な
く
、
古
代
の
聖
人
が
当
時
の
天

下
国
家
を
統
治
す
る
た
め
に
作
っ
た
道
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
立
ち
、
士
農
工
商
の
四
民

が
自
身
の
職
分
を
尽
く
し
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
社
会
を
構
成
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
。

士
大
夫
は
主
君
の
国
家
統
治
を
助
け
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
る
以
上
、
臣
た
る
も
の
は

君
た
る
道
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
徂
徠
は
主
君
を
諫
め
る
の
に
、
第
三
者
を
聞
き

手
に
し
て
「
公
事
人
」
の
心
も
ち
で
行
え
ば
、
主
君
の
悪
を
弾
劾
し
た
諫
臣
と
い
う
だ
け

の
こ
と
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
考
え
て
お
り
、
諫
言
は
第
三
者
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に

そ
っ
と
や
る
べ
き
だ
と
言
っ
た
山
本
常
朝
と
同
じ
く
、
諫
言
の
効
果
を
冷
静
に
み
て
い

た
）
46
（

。

　

さ
ら
に
、
自
分
の
身
体
は
主
君
へ
差
し
上
げ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
は
や
り
の
理
屈
だ

が
、
こ
れ
は
聖
人
の
道
に
か
な
っ
て
い
な
い
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
闇
斎
学
派
の
考

え
方
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
徂
徠
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
忠
」
の
字
義

を
誤
っ
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。「
忠
」
と
は
、
他
人
の
こ
と
を
自
分

の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
、
少
し
も
い
い
加
減
に
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
義
の
た

め
に
命
を
捨
て
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
定
義
に
も
と
づ
き
展
開

さ
れ
る
徂
徠
の
主
従
論
は
、
闇
斎
学
派
の
三
人
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

臣
た
る
も
の
は
主
君
に
命
じ
ら
れ
た
職
分
を
つ
と
め
る
わ
け
だ
が
、
自
分
の
考
え
に
あ

わ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
職
を
辞
す
る
、
つ
ま
り
主
君
の
元
を
去
る
べ
き
だ
と
徂
徠
は
主

張
す
る
。
そ
れ
は
主
君
に
対
し
て
不
忠
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
闇
斎
学
派

は
何
度
も
諫
言
を
繰
り
返
す
必
要
性
を
指
摘
し
、
主
従
関
係
の
解
消
を
考
え
な
い
。
徂
徠

は
、
諫
言
が
有
効
な
の
は
、
主
君
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
心
構
え
が
あ
る
時
だ
け
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
結
論
に
な
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
家
臣
が
い
か
な
る

場
合
に
も
自
分
の
考
え
を
出
さ
ず
、
主
君
の
命
令
ど
お
り
に
動
く
の
な
ら
、
家
臣
は
い
て

も
い
な
く
て
も
同
じ
こ
と
に
な
り
、
聖
人
の
道
に
背
く
こ
と
に
な
る
と
し
て
、「
忠
」
の

無
理
解
を
問
題
視
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
論
文
で
は
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
忠
義
の
問
題
に
つ
い
て
、

殉
死
、
討
入
り
、
諫
言
に
関
す
る
山
崎
闇
斎
学
派
の
考
え
方
を
主
と
し
て
考
察
し
て
き
た
。

　

殉
死
は
近
代
に
至
り
、
武
士
道
の
華
と
み
な
さ
れ
る
が
、
江
戸
時
代
の
為
政
者
や
儒
者

に
と
っ
て
は
、
価
値
あ
る
行
動
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
死
ぬ
覚
悟
」
で
奉
公

す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
、
主
君
に
対
す
る
家
臣
の
忠
義
と
は
、
そ
の
覚
悟
で
次

の
主
君
に
仕
え
、
御
家
を
盛
り
立
て
そ
の
役
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

赤
穂
浪
士
に
よ
る
吉
良
邸
討
入
り
は
、
江
戸
時
代
の
敵
討
の
代
表
例
と
目
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
も
ま
た
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
当
時
は
討
入
り
を

敵
討
と
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
賛
否
両
論
が
あ
っ
た
。
主
君
の
邪
志
を
継
ぐ

の
は
忠
義
で
は
な
い
と
す
る
直
方
の
見
解
は
、
主
君
に
対
す
る
家
臣
の
あ
り
方
だ
け
で
な

く
、
主
君
が
主
君
た
り
得
る
要
件
も
問
題
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
絅
斎
や
尚
斎
は
、
主

君
へ
の
忠
義
を
表
現
し
た
と
し
て
赤
穂
浪
士
を
高
く
評
価
し
た
。

　

ま
た
「
拘
幽
操
」
や
湯
武
放
伐
論
に
は
、
家
臣
か
ら
主
君
へ
の
諫
言
に
つ
い
て
の
是
非

や
、
主
従
関
係
の
解
消
、
革
命
の
正
当
性
の
問
題
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
主
君
論
と

家
臣
論
を
組
み
合
わ
せ
て
と
も
に
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
主
君
の
善
悪
を
さ
し
お
き
、
家

臣
が
い
か
に
奉
公
し
て
忠
誠
を
尽
く
す
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。

　

忠
義
を
め
ぐ
る
彼
ら
の
考
え
方
の
特
徴
は
、
徂
徠
の
見
解
と
比
べ
て
み
る
と
さ
ら
に

は
っ
き
り
す
る
。
徂
徠
は
、
家
臣
が
没
我
的
に
主
君
へ
忠
義
を
尽
く
す
の
は
君
臣
一
体
で

は
な
く
、
上
下
の
心
を
二
つ
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
警
告
し
た
。
彼
は
、
武
士
は
家
臣
団

の
一
員
と
し
て
、
主
君
の
統
治
を
助
け
る
職
分
に
あ
る
点
を
重
視
し
、
主
従
関
係
を
組
織

の
中
の
一
つ
の
人
間
関
係
と
と
ら
え
た
た
め
、
組
織
的
な
統
治
シ
ス
テ
ム
を
想
定
せ
ず
、

「
個
」
の
生
き
方
と
し
て
の
側
面
を
重
視
し
、「
主
君
と
私
」
と
い
う
枠
組
み
で
発
想
す
る

朱
子
学
と
、
見
解
を
異
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
く
に
、
大
名
に
仕
え
た
こ
と
が
な
く
京
都
で
著
述
と
教
育
に
専
念
し
た
絅
斎
の
思
想

は
、
弟
子
を
通
じ
て
伝
授
さ
れ
、「
靖
献
遺
言
」
は
幕
末
の
志
士
た
ち
に
広
く
読
ま
れ
る

に
至
る
。『
葉
隠
』
や
忠
臣
蔵
も
近
代
の
政
治
空
間
の
中
で
、
書
か
れ
た
時
代
で
は
な
く

読
ま
れ
る
時
代
の
文
脈
で
理
解
さ
れ
、
主
君
一
途
の
忠
君
愛
国
精
神
の
発
現
と
し
て
受
容
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さ
れ
て
い
く
。
明
治
期
以
降
の
史
観
で
は
な
く
、
彼
ら
が
生
き
た
時
代
の
政
治
的
・
社
会

的
・
文
化
的
空
間
で
、
ど
の
よ
う
に
忠
義
が
議
論
さ
れ
て
い
た
の
か
、
今
後
も
考
察
が
必

要
で
あ
ろ
う
。

注（1
）　

菅
野
覚
明
『
武
士
道
の
逆
襲
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
小
澤
富
夫
『
歴
史
と
し
て
の
武
士

道
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
。

（
2
）　

西
田
直
二
郎
『
岩
波
講
座　

東
洋
思
潮　

日
本
武
士
道
│
そ
の
歴
史
的
研
究
│
』（
岩
波
書
店
、

一
九
三
六
年
）
二
五
頁
。

（
3
）　

同
右
、
三
七
〜
八
頁
。

（
4
）　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
起
き
た
九
・
一
一
テ
ロ
が
欧
米
で
「
カ
ミ
カ
ゼ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
、

特
攻
を
想
起
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
古
川
哲
史
『
葉
隠
の
世
界
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）

は
、
外
国
人
が
『
葉
隠
』
か
ら
「
カ
ミ
カ
ゼ
」
を
想
起
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
お
り
、『
葉
隠
』

↓
「
カ
ミ
カ
ゼ
」
精
神
＝
特
攻
精
神
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
5
）　

宮
澤
誠
一
『
近
代
日
本
と
「
忠
臣
蔵
」
幻
想
』（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
6
）　

井
上
哲
次
郎
『
国
民
道
徳
概
論
』（
三
省
堂
書
店
、
一
九
一
二
年
）。

（
7
）　

丸
山
真
男
「
闇
斎
学
と
闇
斎
学
派
」
西
順
蔵
ほ
か
校
注
『
山
崎
闇
斎
学
派
』（
岩
波
書
店
、
一

九
八
〇
年
）。
以
下
『
山
崎
闇
斎
学
派
』
と
略
す
。

（
8
）　
﹇
図　

殉
死
墓
分
布
地
図
﹈
古
川
哲
史
『
葉
隠
の
世
界
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）。

（
9
）　

彼
ら
の
殉
死
に
つ
い
て
詳
し
く
は
山
本
博
文
『
殉
死
の
構
造
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年
）。

（
10
）　

同
右
。

（
11
）　

谷
口
眞
子
「
佐
賀
藩
の
殉
死
に
み
る
「
御
側
仕
え
」
の
心
性
」『
早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
紀
要
』

第
七
号
（
二
〇
一
五
年
）。

（
12
）　
「
葉
隠
」
齋
木
一
馬
ほ
か
校
注
『
三
河
物
語　

葉
隠
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）。

（
13
）　
「
三
大
美
事
」
と
は
、
証
人
制
の
廃
止
、
末
期
養
子
の
禁
の
緩
和
、
殉
死
の
禁
止
を
指
す
。

（
14
）　
「
寛
元
事
記
」「
光
茂
公
譜
考
補
地
取
」『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
一
編
第
三
巻
（
佐
賀
県
立
図

書
館
、
一
九
九
五
年
）。

（
15
）　

稲
垣
国
三
郎
註
訳
『
義
公
行
実　

水
戸
光
圀
正
伝
』（
清
水
書
房
、
一
九
四
三
年
）。

（
16
）　

中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
校
訂
『
甲
子
夜
話
２
』（
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
）。

（
17
）　
『
会
津
若
松
史
』
第
九
巻
（
会
津
若
松
市
、
一
九
六
七
年
）。

（
18
）　
『
詩
経
』・
国
風
の
秦
風
に
あ
る
「
黄
鳥
」
の
詩
は
、
春
秋
時
代
の
秦
の
第
九
代
穆
公
が
死
去
し

た
と
き
殉
死
し
た
、
一
七
七
名
の
家
臣
の
う
ち
、
三
兄
弟
に
つ
い
て
そ
の
死
を
嘆
い
た
も
の
で
あ

る
。

（
19
）　

家
世
実
紀
刊
本
編
纂
委
員
会
編
『
会
津
藩
家
世
実
紀
』
第
二
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）

一
〇
六
頁
に
は
、
幕
府
に
よ
る
殉
死
禁
止
の
注
記
に
「
尤
此
件
者
、
以
前
御
存
寄
被
仰
上
候
事
之

由
申
伝
之
」
と
み
え
る
。

（
20
）　
「
弁
本
朝
綱
目
」
で
は
、
剃
髪
し
て
僧
形
も
恥
じ
ず
、
歴
代
将
軍
に
仕
え
な
が
ら
堯
舜
の
道
を

主
君
に
説
か
な
い
林
家
は
、
不
忠
不
孝
の
者
で
あ
る
と
攻
撃
し
て
い
る
。
田
尻
祐
一
郎
『
山
崎
闇

斎
の
世
界
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
21
）　

澤
井
啓
一
『
山
崎
闇
斎
│
天
人
唯
一
の
妙
、
神
明
不
思
議
の
道
│
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

〇
一
四
年
）。

（
22
）　
「
大
和
小
学
」
日
本
古
典
学
会
編
『
新
編
山
崎
闇
斎
全
集
』
第
四
巻
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七

八
年
）。「
大
和
小
学
」
の
解
題
に
は
「
本
書
立
教
・
明
倫
・
敬
身
の
三
目
を
立
て
、
日
本
志
那
に

於
け
る
嘉
言
善
行
を
録
せ
る
も
の
に
し
て
、
こ
れ
に
依
り
て
も
、
亦
先
生
の
卓
絶
な
る
見
識
を
窺

ふ
に
足
る
。
書
中
熱
烈
な
る
国
体
論
、
尊
王
論
の
主
張
せ
ら
れ
た
る
は
、
特
に
注
意
せ
ざ
る
可
か

ら
ず
」
と
あ
っ
て
、
日
本
古
典
学
会
が
編
纂
し
た
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
に
、
山
崎
闇
斎
が

ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た
か
を
示
唆
し
て
い
て
興
味
深
い
。

（
23
）　

前
掲
『
山
崎
闇
斎
の
世
界
』
一
〇
三
頁
。

（
24
）　

堀
勇
雄
『
山
鹿
素
行
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）。

（
25
）　
「
山
鹿
語
類
」
広
瀬
豊
編
『
山
鹿
素
行
全
集
思
想
篇　

第
六
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
）

六
七
頁
。

（
26
）　

同
右
、
七
九
〜
八
一
頁
。

（
27
）　

大
道
寺
友
山
（
古
川
哲
史
校
訂
）『
武
道
初
心
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
三
年
）。

（
28
）　

事
件
の
詳
し
い
経
過
は
谷
口
眞
子
『
赤
穂
浪
士
の
実
像
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）、
谷

口
眞
子
『
赤
穂
浪
士
と
吉
良
邸
討
入
り
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）。

（
29
）　

両
者
は
見
解
に
相
当
の
隔
た
り
が
あ
り
「
徂
徠
擬
律
書
」
の
史
料
的
信
憑
性
が
疑
わ
れ
る
。

（
30
）　

詳
細
は
谷
口
眞
子
「
赤
穂
事
件
に
見
る
公
法
と
忠
義
│
近
世
の
法
と
道
徳
に
つ
い
て
│
」『
早

稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
（
地
理
学
・
歴
史
学
・
社
会
科
学
編
）』
第
五
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）。

（
31
）　

以
下
、
阿
部
隆
一
「
崎
門
学
派
諸
家
の
略
伝
と
学
風
」『
山
崎
闇
斎
学
派
』、
吉
田
健
舟
・
海
老

田
輝
巳
『
佐
藤
直
方
・
三
宅
尚
斎
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）、
石
田
和
夫
・
牛
尾
弘
孝
『
浅

見
絅
斎
・
若
林
強
斎
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
に
よ
る
。

（
32
）　
「
四
十
六
人
之
筆
記
」「
重
固
問
目　

佐
藤
直
方
朱
批
」
石
井
紫
郎
校
注
『
近
世
武
家
思
想
』（
岩

波
書
店
、
一
九
七
四
年
）。
以
下
、『
近
世
武
家
思
想
』
と
略
す
。

（
33
）　
『
近
世
武
家
思
想
』。

（
34
）　

前
掲
『
山
崎
闇
斎
│
天
人
唯
一
の
妙
、
神
明
不
思
議
の
道
│
』。

（
35
）　
「
拘
幽
操
辯
」『
山
崎
闇
斎
学
派
』。

（
36
）　
「
湯
武
論
」『
山
崎
闇
斎
学
派
』。

（
37
）　

同
右
。

（
38
）　
「
拘
幽
操
筆
記
」『
山
崎
闇
斎
学
派
』。

（
39
）　

直
方
と
尚
斎
の
意
見
が
同
じ
な
の
は
、
朱
子
の
考
え
方
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。『
朱

子
語
類
』
巻
三
七
の
第
四
七
条
に
は
、
湯
武
の
放
伐
は
「
権
」
で
あ
り
、
四
四
条
に
は
「
権
は
聖

人
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
る
。

（
40
）　

前
掲
「
湯
武
論
」。
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（
41
）　

前
掲
『
佐
藤
直
方
・
三
宅
尚
斎
』
一
二
六
〜
一
四
三
頁
。

（
42
）　

前
掲
『
浅
見
絅
斎
・
若
林
強
斎
』。

（
43
）　

近
藤
敬
吾
「『
忠
孝
類
説
』
の
梗
概
と
解
説
」『
神
道
史
研
究
』
第
五
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
〇

四
年
）。

（
44
）　

前
掲
『
浅
見
絅
斎
・
若
林
強
斎
』。

（
45
）　

田
尻
祐
一
郎
『
荻
生
徂
徠
』（
明
徳
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
46
）　

今
中
寛
司
・
奈
良
本
達
也
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
六
巻
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
三
年
）。

【
付
記
】　

本
研
究
は
、
平
成
二
六
年
度
〜
二
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
研
究

代
表
者
・
谷
口
眞
子
）「
軍
事
史
的
観
点
か
ら
み
た
一
八
〜
一
九
世
紀
に
お
け
る
名
誉
・
忠
誠
・

愛
国
心
の
比
較
研
究
」（
研
究
課
題
番
号
二
六
二
八
四
〇
八
九
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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The Concept of Loyalty in the Mid-Early-Modern Times in Japan: 
The Yamazaki Ansai School

Shinko TANIGUCHI

　The Edo period samurai received hereditary stipends and maintained families; their lives were based on a lord-
vassal relationship with their daimyō (feudal lord). Even after the retainer group hierarchy was established, the 
daimyō had the authority to pick and dismiss retainers.
　This paper focuses on junshi (killing oneself after the death of one’s lord), katakiuchi (revenge, particularly 
chūshingura, tales about Akō Rōshi raiding Kira Yoshihisa’s residence) and kangen (remonstration), which have 
been considered as acts that express loyalty (chūgi) to one’s lord. Comparing the understandings of Yamazaki 
Ansai and his three disciples ̶ Satō Naokata, Miyake Shōsai, and Asami Keisai ̶ it considers the notions 
regarding selfless loyalty at the beginning of the eighteenth century.
　In 1663, the shogunate issued an order banning junshi; around this time, Yamazaki Ansai argued that it was 
mistaken to consider it as loyalty. After Ansai’s death, in 1702, Akō Rōshi raided Kira Yoshihisa’s residence. 
According to Satō Naokata, this act should not be considered as revenge, which means that Akō Rōshi was not a 
loyal retainer. Conversely, Miyake Shōsai and Asami Keisai commended this raid, describing it as an act of 
revenge by which Rōshi expressed loyalty to his lord. Regarding remonstrating with lords and the actions that 
vassals should take toward cruel and inhumane ones, they referred to the ancient Chinese kings Wen, Tang, and 
Wu. Despite King Wen being confined for remonstrating with King Zhou, he revered this tyrant as his lord and 
censured himself for his incompetence as the king’s subject. Ansai and his three disciples saw King Wen as an 
ideal subject. However, regarding Kings Tang and Wu, who disposed of Jie and Zhou, Ansai considered them to 
be exceptions on the grounds that they were sages, while Naokata and Shōsai perceived them to be non-generaliz-
able in nature. In contrast, Keisai advocated vassals’ complete selfless devotion to their lords. The view of Keisai 
that absolutized the lord-vassal/ruler-subject relationship began to exert considerable influence in Japan from the 
end of the Edo period onwards.


